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アルコール健康障害対策基本法の概要（平成26年６月１日施行）

• 酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方

で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族

への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、基本理念を定め、及びアルコール健康障害対策の基本

となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮

らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

目的（第１条）

• 国・地方公共団体・国民・医師等の責務。事業者はアルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努める。

責務（第４条～第９条）

• アルコール健康障害

アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害

✓ アルコール関連問題：アルコール健康障害 及び これに関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題（第７条）

定義（第２条）

• 教育の振興等／不適切な飲酒の誘引の防止／健康診断及び保健指導／医療の充実等／飲酒運転等をした者に対する指導等／相談

支援等／社会復帰の支援／民間団体の活動に対する支援／人材の確保等／調査研究の推進等

基本的施策（第1 5条～第2 4条）
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• 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなけれ

ばならない。少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

アルコール健康障害対策推進基本計画（第 1 2条）



アルコール健康障害対策推進基本計画（第３期） 概要①（期間：令和８～ 1 2年度）

（１）正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり （２）誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり

（３）医療における質の向上と連携の促進 （４）アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり

（５）アルコール健康障害の当事者及びその家族への支援

Ⅰ．基本的な方向性

重点

課題

• 飲酒の影響や、リスクなどの知識の普及

• 不適切飲酒を防止する社会づくり

• アルコール健康障害の早期発見や早期介入による進行及び重症化予防

• 地域連携による再発予防・回復支援

重点

目標

① 生活習慣病のリスクを高める量（※）を飲酒してい

る者の割合を全体10％まで、特に女性は6.4％まで、

減少させる

※純アルコール摂取量/日 男性40g以上,女性20g以上

【現状】全体：11.4％(R6)、女性：9.3％(R6）

② 20歳未満の者、妊娠中の者の飲酒をなくす

【現状】20歳未満：1.7％(R6)、妊娠中：1.0％(R５)

③ 都道府県等における、アルコール健康障害対策に関する関係者連携会議

の設置・定期開催

④ アルコール依存症への正しい知識を持つ者の割合の継続的向上

⑤ アルコール健康障害事例の継続的な減少

⑥ 医療機関へつながった新規患者数の増加

【現状】男性：11,840人 女性：2,873人(R6)

（１）アルコール健康障害の発生予防 （２）進行・重症化予防、再発予防・回復支援

重点

課題

• アルコール健康障害の当事者及びその家族がより円滑に適切な支援に結びつくよう、相談支援体制等を構築

※ヤングケアラーを含むこども・若者施策の強化が図られていることを踏まえた取組を推進

重点

目標

⑦ 関係者連携会議における児童福祉部門等との連携

⑧ アルコール関連問題を抱える当事者の家族への影響などに関する実態把握

Ⅱ．重点課題

（３）アルコール健康障害の当事者及びその家族（こどもなど）への支援新

※下線は第３期基本計画での新たな記載
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アルコール健康障害対策推進基本計画（第３期） 概要②（期間：令和８～ 1 2年度）

Ⅲ．基本的施策

３．健康診断及び保健指導

５．アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等

６．アルコール依存症の当事者及びその家族に対する相談支援等

７．社会復帰の支援

８．民間団体の活動に対する支援

９．人材の確保等 10. 調査研究の推進等

※下線は第３期基本計画での新たな取組

• アルコール健康障害の早期発見、早期介入の推進

✓ 特定健診で肝機能障害を認めた場合の保健指導･受診勧奨の普及

• 職域における対応の促進

✓ 飲酒ガイドライン・専門医療機関・自助グループ等の認知度向上

✓ 産業保健部門と安全管理部門の双方向の連携（特に乗務員に対す

る医療機関受診の促進）

４．アルコール健康障害に係る医療の充実等

• アルコール健康障害に係る医療の質の向上

✓ かかりつけ医、地域の内科・精神科等と専門医療機関との連携の

「手引」を作成し、身近な場所での医療提供体制の構築

• 医療連携の推進

• アルコール依存症の当事者及びその家族に対する支援

✓ 当事者や家族が専門医療機関から自助グループにつながる取組

• 飲酒運転をした者に対する指導等

✓ 飲酒運転の背景等の調査結果を踏まえた取消処分者講習の見直し

✓ 刑事施設や保護観察所における指導の充実の検討

✓ 地域における飲酒運転防止条例の制定状況の収集・周知

✓ 飲酒運転をした者の実態把握

• 暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する支援

• 関係機関と連携した相談支援の推進

✓ ヤングケアラーを含めた当事者の家族支援のため、精神保健福祉

センターや保健所と、児童福祉部門・女性支援部門・DV相談支

援部門・教育部門等との連携強化

• 相談支援の充実

✓ アルコール依存症当事者やその家族への相談に資するガイドライ

ン等の作成

• 就労及び復職の支援

• アルコール依存症からの回復支援

• 会場の提供や広報など、自助グループの活動支援

• 自助グループに関する認知度向上

• 自助グループと民間団体との連携を進める

• 基本的施策１～８に掲げる該当項目を再掲

１．教育の振興等

• 学校教育等の推進

• 職場教育の推進

• 広報・啓発の推進

※ 生活習慣病のリスクを高める量（１日当たりの純アルコール摂取量：

男性40g、女性20g以上）は、個々人の許容量を示したものではない

✓ 相談支援ガイドラインの作成･周知

✓ アルコール・インターロック装置の普及・促進

✓ 飲酒ガイドラインの広報資材の作成・周知

２．不適切な飲酒の誘引の防止

• 広告

• 表示

• 販売

✓ 酒類の交通広告の特段の配慮、状況により自主基準見直し

✓ アルコール量の表示の取組の推進

✓ 無人店舗での酒類販売を行わないよう、酒類業者に指導

✓ SBIRTS（関係機関の連携体制）の構築
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アルコール健康障害対策関係者会議 委員名簿

◎会長、○会長代理

石井 智子 アルコール依存症当事者 白石 光一 ウェルエイジング日本橋クリニック 副院長

上村 敬一 うえむらメンタルサポート診療所 院長 塚本 堅一 特定非営利活動法人ＡＳＫ 理事

上村 真也 読売新聞大阪本社 記者 長嶺 乃里子 沖縄県那覇断酒会 家族会員

江澤 和彦 公益社団法人日本医師会 常任理事 林 和博 公益社団法人全日本断酒連盟 事務局長

小野里 俊哉 ビール酒造組合 専務理事 稗田 里香 東京通信大学人間福祉学部 教授

勝嶋 憲子 東京都立国分寺高等学校 統括校長 平川 淳 一 公益社団法人日本精神科病院協会 副会長

○金城 文
鳥取大学医学部 社会医学講座 環境予防医
学分野 准教授

◎松下 幸生
独立行政法人国立病院機構久里浜医療セン
ター 院長

小松 知己
沖縄協同病院 リエゾンセンター 心療科部
長代行

山口 文佳 長崎県上五島保健所長

志田 博和 全国精神保健福祉センター長会 理事 米山 奈奈子 秋田大学大学院医学系研究科 教授

渋木 昭仁 全国小売酒販組合中央会 副会長 令和８年３月末現在、五十音順
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